
自 至 月数 指名停止の理由指名停止業者

可児市が発注した「令和５年度　可児市運動公園グラウンド造成工事」について、コン
クリートの厚さが仕様書に記載された数値を満たしていない等の瑕疵があった。
このことが、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領第２条（別表第１第３
号、工事成績不良等）に該当するとして、令和７年１２月１８日、可児市長は、同社に対
し指名停止措置を行った。
このことは、川辺町建設工事請負契約等に係る入札参加資格停止等措置要領第２条
（別表第１第３号）に該当するため。
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